
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

発行日：2023年5月1日（月） 

） 

℡ ０９７－５４０－７５５５ 

■留守番電話の際、緊急事項につきましては恐れ入りますが、「ご伝言」をお願いいたします。 

■消耗品のご注文は、なるべくＦＡＸにてご注文をいただきますようお願いいたします。FAX.097-540-7556 

◆  算定方法のフローチャートについて（初診・再診）◆  

※令和 5 年 4 月現在  
 

算定方法のフロー（令和 5年 4月～） 

■ 初 診 時 ※施設基準を満たしている前提で 

マイナンバーカード 

持参あり 

患者様が診療情報

等の取得に同意 

・診療情報の取得 

・診療情報等の取得を試みるも情報なし 

・患者様が診療情報等の取得に同意しない 

・カードが破損しており利用できない 

・電子証明書が失効している 

 

加算2 

(2点) 

加算1 

(6点) 

マイナンバーカード 

持参なし(保険証持参) 

診療情報提供書（紹介状）持参あり 

診療情報提供書（紹介状）持参なし 

加算2 

(2点) 

加算1 

(6点) 

算定方法のフロー（令和 5年 4月～） 

■再 診 時 ※施設基準を満たしている前提で 

マイナンバーカード 

持参あり 

患者様が診療情報

等の取得に同意 

・診療情報の取得 

・診療情報等の取得を試みるも情報なし 

・患者様が診療情報等の取得に同意しない 

・カードが破損しており利用できない 

・電子証明書が失効している 

 

加算3の 

算定はしない 

加算3 (2点) 

マイナンバーカード 

持参なし(保険証持参) 

診療情報提供書（紹介状）持参あり 

診療情報提供書（紹介状）持参なし 

加算3の 算定はしない 

加算3 (2点) 

①  電話再診は算定不可   ②月 1 回に限り算定可能  

③  同一月に初診時の加算（1 又は 2）を算定した場合は算定不可  


